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1．はじめに
近年、特に障害児の教育や福祉の分野におい

て、「インクルージョン」、「インクルーシブ教
育」、「ソーシャルインクルージョン」といった言
葉がよく使われるようになっている。インクルー
ジョンinclusionとは「包摂」「包含」すなわち「す
べてを含み込む」という意味をもち、「排除」を
意味するエクスクルージョンexclusionの対義語
である。インクルーシブな社会という場合、誰か
を排除して成り立っているこれまでの社会のあ
り方を変え、「排除されてきた側の人たちと、排
除してきた側の人たちとが『共に生きる』」（1）社
会を目指すという意味が込められている。インク
ルーシブ教育は「すべての子どもを含み込む教
育」という意味の言葉である。
ここでは、インクルーシブ教育の基本的な考え

方を整理した上で、支援を必要とする子どもの乳
幼児期におけるインクルーシブ保育についての動
向を探ることにする。もって新しい「インクルー
ジョン社会・時代」にふさわしい保育のあり方に
ついて深めるための基礎資料としたい。

2．インクルーシブ教育とは
インクルーシブ教育という言葉は、1990年代

になって、欧米、特にアメリカの障害児教育界で、
メインストリーミングやインテグレーションとい
う言葉にとって代わって使用されるようになった
という。（2）アメリカの障害児教育で主として使
用されたメインストリーミングmainstreamingと
は「可能なかぎり通常学級の健常児と一緒に障害
児を教育することを主張する実践のことで、“主
流化”と翻訳」（3）されることもある。またイン
テグレーションintegrationは統合教育とも呼ば
れるもので、「障害のある子どもを対象にして、
一般教育の中で特別な教育を施すこと」（4）であ
る。

以下では主に荒川智氏（5）の論考をもとにイン
クルーシブ教育について基本的な考え方をまとめ
ていきたい。
インクルージョンやインクルーシブ教育の用語

や考え方が、国際的な市民権を得る契機となった
のは、1994年の特別ニーズ教育に関するサラマ
ンカ声明において、インクルーシブな学校のあり
方が提起されたことによるということである。そ
して21世紀になり、「インテグレーションからイ
ンクルージョンへ」という表現が多くの文献で用
いられるようになっていく。日本でもインクルー
ジョンの用語が浸透するようになっていったが、
当初は「インクルーシブ教育」に「統合教育」の
訳語が当てられるなど、両者の区別があいまい
だったという。（6）

では、インクルーシブ教育とインテグレーショ
ンとの違いはどこにあるのか。 荒川によると（7）、
インテグレーションとは、上記で触れたように、
障害のある子どもを対象にして、一般教育の中で
特別な教育を施すことである。これに対し、イン
クルーシブ教育は、「学校から排除される（おそ
れのある）子どもに焦点を当てつつ、多様なニー
ズをもつすべての子どもを対象」にしている。つ
まり、インクルーシブ教育の対象は、障害のある
子どもに限定せず、「多様なニーズをもつすべて
の子ども」であるというところがインテグレー
ションとは異なる第一の点である。また、インテ
グレーションの実践の中で、「障害のある子ども
の通常の学級への単なる『投げ込み』（ダンピン
グ）になってしまう」場合や、通常教育のあり方
が根本的に改められなかったため、「結果的に通
常教育への『同化』を強いることとなり、固有な
ニーズやアイデンティティを軽視・無視する傾
向を生んだ」との議論も多いという。「インテグ
レーションは子どもが学校に適応することを求め
たのに対し、インクルーシブ教育は学校が子ども
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に適応することをめざす」という論調もあると荒
川は述べている。
以上のことから、インクルーシブ教育は、「『分

離か統合か』という枠組みで何か決まった形態を
論じるものではなく、特定の個人・集団を排除せ
ず学習活動への参加を平等に保障することをめざ
す、学校教育全体の改革のプロセス」（8）と捉え
られている。
2006年第61回国連総会にて採択され、2014年

1 月日本が批准した「障害者権利条約」において
は、「インクルージョン」が条約全体を貫く重要
な理念の一つとなっている。第24条「教育」で
は「あらゆる段階でのインクルーシブな教育制
度」が基本原則とされている。
荒川は、障害者権利条約第24条の規定を次の

ように整理している。（9）①教育権の無差別平等
の保障と全人格的な発達を志向するインクルーシ
ブ教育の原則、②一般教育制度から排除されず、
地域での初等・中等教育へのアクセス、合理的配
慮、一般教育制度内での支援、発達を最大にする
環境における支援、③補助的・代替的コミュニ
ケーション様式・手段等の保障。言語的アイデン
ティティ等の考慮、④障害のある教員を含む、手
話、点字のできる教員の雇用・訓練、⑤高等教
育、職業訓練、成人教育、生涯学習へのアクセス
の 5点である。ここで、インクルーシブな教育の
目ざすものが示されている①で、インクルーシブ
教育が全人格的な発達の保障を目的としていると
いうことの重要性を荒川は指摘している。
ところで、文部科学省も「共生社会の形成に向

けたインクルーシブ教育システム構築のための特
別支援教育の推進（報告）」（2012年）において、
共生社会の形成に向けて、障害者権利条約に基づ
く「インクルーシブ教育システムの理念が重要で
あり、その構築のため、特別支援教育を着実に進
めていく必要がある」等の提起を行っている。
荒川は、国内外のインクルーシブ教育論につい

て言及した中で、次のように述べている。（10）「イ
ンクルージョンに関する言説は、対象となる人
も、障害児からすべての子ども・すべての人へ、
扱われる問題も、障害から貧困、ジェンダー、マ
イノリティなど種々の社会問題に、舞台となる場

も学級、学校からコミュニティへと拡大してい
る」と。そしてその中で特に重要な原理となるも
のを二つあげている。すなわち、第 1に重要な原
則は「学習への参加の保障」である。そこではと
りわけ通常教育の改革が求められている。第 2の
原則は「多様性の尊重」である。多様な人々を多
様に扱い、彼らがその潜在能力を最大限にする等
しい機会をもつようにすることが重要である。そ
して「インクルーシブ教育における差異や多様性
の尊重、さまざまな子どもや集団の固有のニー
ズ、アイデンティティの尊重という原則は、障害
児教育固有の問題ではなく、教育全般を貫くテー
マでもある」として、多文化教育とインクルーシ
ブ教育とが共通点を持つことにも言及している。
以上、インクルーシブ教育についておさえてお

くべきことを幾点か整理した。インクルーシブ教
育の基本的な考え方として、「子ども一人ひとり
の多様性と基本的人権を保障」して、どの子ども
も教育活動に参加することを実現しようとするこ
と、またそれは障害のある子どもだけでなく、多
様なニーズをもつすべての子どもを対象にするこ
と、ということが重要であるとまとめることがで
きよう。

3．インクルーシブ保育について
障害のある子どもの保育分野ではインクルーシ

ブ保育について、これまでどのように取り上げら
れてきているのだろうか。ここでは、田中良三氏

（1998年）、河合隆平氏（2011年）、浜谷直人氏
（2014年）の 3氏の論文をもとに整理しておきたい。

田中は、全国保育問題研究協議会の機関誌で
ある『季刊保育問題研究』174号（1998年）にお
いて「障害児保育のこれから～インクルージョ
ンと発達保障～」（11）という論文を寄稿している。
その第 3節「21世紀の障害児保育の展望と課題」
において、障害児の学校教育（12）におけると同様
に障害児保育においても「特別なニーズ保育」へ
の転換が求められていると指摘している。すなわ
ち「障害児と健常児という二元論に立つ統合保育
から、今後、発達上の困難＝特別なニーズをもつ
すべての子どもを対象とするインクルージョン保
育へと転換＝発展させていく必要があるのではな
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いだろうか」そして「そのときにこそ、どの子に
とっても一人ひとりの発達要求に応える国民の権
利としての保育が成立してくるのだということが
できるのではないだろうか」と述べている。
次に、河合は、全国保育問題研究協議会・全国

研究集会での「障害児保育」分科会の実践と理論
を集約した『困難をかかえる子どもに寄り添い共
に育ち合う保育』（2011年）の第 2部第 4章にお
いて「障害児保育からインクルーシブな保育を展
望する～すべての子どもが排除されない保育を
めざして～」（13）を執筆している。河合は1960年
代後半からの障害児の教育権保障運動と連動し
て「権利としての障害児保育」を求める要求運動
の高まりを受けて、1974年の保育所における障
害児保育制度が開始されたという歴史的経緯を先
ず振り返っている。そして1980年代以降、「人間
としての尊厳と権利を大切にし、あたりまえの生
活や人生を無差別平等に保障しようというノーマ
ライゼーションの考え方が広が」ったこと、1989
年の「子どもの権利条約」において「子どもの普
遍的な権利に加えて、障害がある場合の『特別な
ケアへの権利』を付加的に保障することがノーマ
ライゼーションと発達保障の統一にとって不可欠
である」とされたことにより、障害のある子ども
をめぐる取り組みで大切にすべき考え方が深めら
れていったと述べている。その上で1990年代前
後に顕在化した「気になる子ども」や「特別な
ニーズをもつ子ども」の問題が、「『保育』そのも
のの枠組みの問い直しを迫った」と河合は指摘す
る。すなわち「障害児保育が積み上げてきた『一
人ひとりを大事にする』ことと『共に育ち合う』
ことをいかにつなぐのかが、あらためて問われ」
ることとなったという。（14）

21世紀に入り、障害者権利条約が指し示すイ
ンクルージョンと社会参加を理念とする権利保障
の取り組みが進む。しかし障害児保育・療育制度
分野は厳しい状況が続いている。
深めるべき課題は多いとはいえ、実践的には

「どの子も排除しない保育」、すなわち「どんなに
障害や困難をかかえていても子ども期から排除さ
れることなく、かけがえのない仲間や集団の中で
一人ひとりがその子らしく輝き豊かに発達してい

くこと」がめざされてきたといえる。これこそ
「インクルーシブな保育」の基本的な姿ではない
か、と河合は提起する。（15）「障害や困難をかかえ
た子どもの保育では、どの子にも必要なあそびや
生活がたっぷりと保障されてこそ、そのうえに積
み重ねられる一人ひとりの特別なニーズに応じた
配慮や工夫が活かされていく」。そして「一人ひ
とりのねがいや特別なニーズを対立させることな
く包みこむような、しなやかで開かれた保育づく
りがインクルーシブな保育の実現の鍵といえ」る。

「その場を一緒に過ごし、活動を共にするだけに
とどまらず、一人ひとりの気持ちが楽しいあそび
と心地よい生活の中で確かに表現される経験を積
み重ねることで、子どもはお互いのねがいやなや
みに気づき、共に育ち合う仲間として認め合うこ
とができるのではない」か。「インクルーシブな
保育には、こうした子ども一人ひとりの『参加』
が不可欠なので」ある。「障害や困難をかかえて
いても、一人ひとりが自らのねがいを思い切り表
現し、そのねがいをお互いが大切にし合えるよう
な子ども、仲間集団に育ちゆくことを支えるため
の障害児保育、インクルーシブな保育が求められ
ている」、と。（16）

浜谷は、論文「インクルーシブ保育と子ども参
加を支援する巡回相談」（17）の中で、統合保育と
インクルーシブ保育とは「原理的に異なる」こと
を理論的に提起している。
浜谷によれば、1980年代以降広く取り組まれ

てきた統合保育は、近年の保育現場における子ど
もの姿の多様化により、以前のような「多数の健
常児と、少数の支援対象児という前提が成立しな
くなりつつある」（18）という。浜谷は別の論文で

「統合保育の考え方そのものを問い直す時期に来
ている。」（19）とも述べている。

多くの統合保育実践では、「『健常児の保育の場
に障がい児が統合される』という定式を暗黙の前
提としてきた。…ほとんどの実践は、健常児集団
の保育を前提にして、障がい児の発達や障害の特
徴に応じて、保育を工夫したり、特別な配慮が付
加され、健常児の活動に障がい児を導き入れよう
とした。」として、これは、「原理的には共生とは
似て非なるもの」だといい、「それゆえ、統合保
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育と称される実践では、しばしば、形式的に障が
い児が健常児集団の場に共にいるだけで、障がい
児は、放置されたり、不本意な活動を強制されて
いるという問題が生じる」と指摘している。（20）

これは、2の教育のところで取り上げたインテグ
レーションの問題性とも共通するものである。
統合保育の「二つの暗黙の前提」――すなわ

ち、一つには「統合は、分離の対概念として理解
され、それは自動的に、空間的な意味において、
『支援児が健常児集団と分離されるのではなく、
場を共にすること』と考える」という前提であ
り、二つには「健常児集団への保育を所与の前提
としたことである」――を問い直すことで、イン
クルーシブ保育を定義づけ、もって「新たな時代
の保育のあり方」の構築が見通せるのではないか
と、浜谷は問題提起をしている（21）。
インクルージョンの対概念であるエクスクルー

ジョンの訳語は「排除」である。浜谷はこの「排
除」が保育場面でどう現れるかを検討することに
より、インクルーシブ保育の定義に迫ろうとして
いる。浜谷は次のようにいう。「排除は、第一義
的には、人権が制限されて社会参加の機会が剥奪
されている状態を意味する。保育場面において子
どもが排除されるとは、子どもの重要な人権、つ
まり、発達権、学習権、意見表明権などが十分に
尊重されずに、保育の主要な活動に参加できない
状態と規定されるべきである。さらに保育場面の
特徴を考慮すれば、排除とは、活動をともにす
る、保育者や他の子どもと関係を取り結ぶこと
（つながること）から締めだされている状態と規
定すべきである。つながりの遮断は、部分的には
参加が制限されることと重なるが、理論的には区
別されるべきであろう。」さらにもう一点、浜谷
は保育における子ども集団の問題を取り上げてい
る。「保育における子ども集団を、多数派（しば
しば健常児集団とする）と少数派（支援児）とに
大別し、多数派のための保育を少数派に強制する
保育とは異なる構造としての集団と保育が想定さ
れなければならない、…言い換えれば、子ども一
人一人の違い、多様性・複数性を前提として保育
が創造されることがインクルーシブ保育の特徴で
なければならない。」と。（22）

以上のことから浜谷は、インクルーシブ保育と
は「子ども一人一人の多様性と基本的人権を保障
して、どの子どもも保育の活動に参加することを
実現する」（23）保育であり、統合保育とは原理的
に異なるものである、というのである。

4．おわりに
先ず、教育分野での荒川氏によるインテグレー

ション（統合教育）とインクルーシブ教育の違い
に関する指摘は、保育分野でも当てはまるもので
あることが確認された。
次に、保育分野においてインクルーシブ保育をど

う捉えるかについての 3氏の主張を取り上げた。
田中氏は、障害児と限定するのではなく、特別な
ニーズをもつすべての子どもに開かれた保育への
転換が重要であると指摘する。河合氏は、どの子
も排除しない保育、集団の中で一人ひとりがその
子らしく輝き豊かに発達していくことがめざされ
る保育、子ども一人ひとりの参加が保障される保
育という観点が大事であると述べている。河合氏
のこの指摘は、こうした観点を大切にしながら取
り組まれてきたこれまでの保育実践をインクルー
シブ保育という視点から見つめ直すことの有効性
も示唆するものである。最後に浜谷氏のインク
ルーシブ保育の定義、すなわち「子ども一人一人
の多様性と基本的人権を保障して、どの子どもも
保育の活動に参加することを実現する」保育は、
これからの保育のあり方を追究する上での中核に
なるものだと考えられる。今日注目されてきてい
る「異年齢保育」や、筆者が長年取り組んでいる

「乳幼児期の平和教育」等にも通底する視点では
ないだろうか。これらについて今後深めていきた
い。

注
（ 1）津田英二監修『インクルーシヴな社会をめ

ざして』かもがわ出版　2011年　p. 5
（ 2 ）茂木俊彦編集代表『特別支援教育大事典』

旬報社　2010年　p.40 ～ 41
（ 3 ）同上　p.854
（ 4 ）荒川智『インクルーシブ教育入門』クリエ

イツかもがわ　2008年　p.15
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『障害のある子どもの教育改革提言―イン
クルーシブな学校づくり・地域づくり―』
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（ 7 ）同上　p.15 ～ 16
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流れに沿うものといえるが、日本の場合、
依然として「障害」のある子どもに限定し
ている点が課題であるといわれている。と
ころで田中の論文は「特別支援教育」への
転換が議論され始めた頃のものである。

（13）河合隆平「障害児保育からインクルーシブ
な保育を展望する～すべての子どもが排除
されない保育をめざして～」全国保育問題
研究協議会編『困難をかかえる子どもに
寄り添い共に育ち合う保育』　新読書社　
2011年　p.102 ～ 109
なお、（11）の田中良三氏は、この全国

保育問題研究協議会・全国研究集会におけ
る「障害児保育」分科会の運営委員を長年
担っている。

（14）同上　p.105
（15）同上　p.107 ～ 109
（16）同上　p.108 ～ 109
（17）浜谷直人「インクルーシブ保育と子ども参

加を支援する巡回相談」『障害者問題研究』
第42巻第 3号　全国障害者問題研究会　

2014年　p.178　
（18）同上　p.179
（19）浜谷直人他「特別支援対象児が在籍するク

ラスがインクルーシブになる過程―排除す
る子どもと集団の変容に着目して―」『保
育学研究』第51巻第 3号　日本保育学会　
2013年　p.46

（20）（17）に同じ　p.178
（21）同上　p.179
（22）同上　p.179
（23）同上　p.178
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